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℡ 

（訂正）「役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入 

に関するお知らせ」の一部訂正について 

2026 年５月 13 日に発表いたしました「役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導

入に関するお知らせ」について、記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり

訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

記 

１．訂正箇所： 「１．役員報酬制度改定を行う理由」 

【訂正前】 

当社は、2026 年５月 13 日に公表いたしました「新中期経営計画の策定に関するお知らせ」のとおり、

中長期的な企業価値の向上を重要な経営課題の一つと認識しております。 

今般、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）及び取締役を兼務しない執

行役員（以下、「執行役員」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上

昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役及び執行役員に対し、譲渡制限

付株式を割り当てる報酬制度として導入いたします。 

具体的には、役員退職慰労金制度を廃止したうえで（下記２．）、業績連動型株式報酬及び在任条件型

株式報酬を取り入れた譲渡制限付株式制度（下記３．）へ移行するものです。 

 

【訂正後】 

当社は、2026 年５月 13 日に公表いたしました「新中期経営計画の策定に関するお知らせ」のとおり、

中長期的な企業価値の向上を重要な経営課題の一つと認識しております。 

今般、当社の取締役（非業務執行取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）及び取締役を兼務し

ない執行役員（以下、「執行役員」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、

株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役及び執行役員に対し、譲

渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入いたします。 

具体的には、役員退職慰労金制度を廃止したうえで（下記２．）、業績連動型株式報酬及び在任条件型

株式報酬を取り入れた譲渡制限付株式制度（下記３．）へ移行するものです。 

 

以 上 


